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現行 修正案

第１章 総 則（略） 第１章 総 則（略）

第２章 原子力災害事前対策 第２章 原子力災害事前対策

第１節～第２節（略） 第１節～第２節（略）

第３節 避難収容活動体制の整備 第３節 避難収容活動体制の整備

１ 避難等に関する計画の作成 １ 避難等に関する計画の作成

（１）関係町村は、住民等の防護対策を実施するに当たっては、住民等の適切な行動の確保 （１）関係町村は、住民等の防護対策を実施するに当たっては、住民等の適切な行動の確保

と混乱の防止を図るため、次の区域における避難計画を定めておくものとする。（第２章 と混乱の防止を図るため、次の区域における避難計画を定めておくものとする。（第２章

第８節２「社会的環境に関する資料」を参照。）なお、道は関係町村に対し、国、防災関 第８節２「社会的環境に関する資料」を参照。）なお、道は関係町村に対し、国、防災関

係機関及び原子力事業者の協力のもと、避難計画の作成について支援するものとする。 係機関及び原子力事業者の協力のもと、避難計画の作成について支援するものとする。

ア 予防的防護措置を準備する区域：ＰＡＺ ア 予防的防護措置を準備する区域：ＰＡＺ

放射性物質の環境への放出前の段階から、ＥＡＬに応じて迅速な避難を行うための避 放射性物質の環境への放出前の段階から、ＥＡＬに応じて迅速な避難を行うための避

難計画を作成し、施設敷地緊急事態発生時には施設敷地緊急事態要避難者（注）の避難、 難計画を作成し、施設敷地緊急事態発生時には施設敷地緊急事態要避難者（注）の避難、

原子力緊急事態宣言発出時には、ＰＡＺ内の住民等の避難が直ちに可能な体制を構築す 原子力緊急事態宣言発出時には、ＰＡＺ内の住民等の避難が直ちに可能な体制を構築す

るものとする。 るものとする。

（注） 施設敷地緊急事態要避難者 （注） 施設敷地緊急事態要避難者 原子力災害対

施設敷地緊急事態要避難者は次に掲げる者をいう。 「施設敷地緊急事態要避難者」とはＰＡＺ内の住民等であって、施設敷地緊急事態の段階 策指針の改正

○要配慮者（災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第８条第２項第１５号に規 で避難等の予防的防護措置を実施すべき者として次に掲げる者をいう。 に伴う修正

定する要配慮者すなわち高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者をいい、 （ア） 要配慮者（基本法第８条第２項第１５号に規定する要配慮者をいう。以下同じ。）

妊婦、授乳婦及び乳幼児の保護者等を含む。）のうち、避難の実施に通常以上の時間が （（イ）又は（ウ）に該当する者を除く。）のうち、避難の実施に通常以上の時間がかかるもの

かかり、かつ、避難の実施により健康リスクが高まらない者 （イ） 妊婦、授乳婦、乳幼児及び乳幼児とともに避難する必要のある者

○要配慮者以外の者のうち、安定ヨウ素剤を服用できないと医師が判断した者等に該当 （ウ） 安定ヨウ素剤を服用できないと医師が判断した者

し、かつ、早期の避難等の防護措置の実施が必要な者

イ～ウ（略） イ～ウ（略）

（２）～（３）（略） （２）～（３）（略）

２（略） ２（略）

３ 要配慮者等に対する配慮 ３ 要配慮者等に対する配慮

（１）（略） （１）（略）

（２）関係町村は、道の協力のもと、要配慮者等を適切に避難誘導するため、周辺住民、自 （２）関係町村は、道の協力のもと、要配慮者等を適切に避難誘導するため、周辺住民、自 文言の修正

主防災組織、ボランティア等の協力を得ながら、平常時より要配慮者等に対する情報伝 主防災組織、ボランティア等の協力を得ながら、平常時より要配慮者等に対する情報伝

達体制や避難誘導体制を整備するとともに、避難行動要支援者に係る個別計画の策定等 達体制や避難誘導体制を整備するとともに、避難行動要支援者に係る個別避難計画の策

に努めるものとする。 定等に努めるものとする。

（３）～（４）（略） （３）～（４）（略）

４（略） ４（略）
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現行 修正案

５（新設） ５ 観光客等の安全確保体制の充実 訓練等各種活

道及び関係町村は、原子力災害対策重点区域内に生活拠点を持たない観光客等の一時滞 動実績に基づ

在者（以下「観光客等」という。）の安全が確保されるよう宿泊事業者や観光事業者（以下 いた項目の新

「宿泊事業者等」という。）に対し、原子力災害時の対応を取りまとめた「観光客の安全確 設

保のための原子力災害時初動対応マニュアル」（以下「観光客初動対応マニュアル」という。）

を周知するほか、研修会の開催や防災訓練の実施、多言語対応の動画・パンフレットなど

啓発用資料の作成・配付等により、原子力災害時の対応等について、宿泊事業者等や国際

協力団体等への普及啓発を進め、観光客等の安全確保体制の充実を図るものとする。

５ 住民等の避難状況の確認体制の整備 ６ 住民等の避難状況の確認体制の整備

関係町村は、屋内退避又は避難のための立退きの勧告又は指示等を行った場合において、 関係町村は、屋内退避又は避難のための立退きの指示等を行った場合において、住民等 原災法の改正

住民等の避難状況を的確に確認するため、避難先の市町村や防災関係機関と密接な連携を の避難状況を的確に確認するため、避難先の市町村や防災関係機関と密接な連携を図るな に伴う修正

図るなどあらかじめ必要な体制の整備に努めるものとする。 どあらかじめ必要な体制の整備に努めるものとする。

６ 避難所・避難方法等の周知 ７ 避難所・避難方法等の周知

第４節～第８節（略） 第４節～第８節（略）

第９節 行政機関の業務継続計画の策定 第９節 行政機関の業務継続計画の策定

道は、災害発生時の災害応急対策等の実施や優先度の高い通常業務の継続のため、災害時 道は、災害発生時の災害応急対策等の実施や優先度の高い通常業務の継続のため、災害時 原災法の改正

に必要となる人員や資機材等を必要な場所に的確に投入するための事前の準備体制と事後の に必要となる人員や資機材等を必要な場所に的確に投入するための事前の準備体制と事後の に伴う修正

対応力の強化を図る必要があることから、道関係機関が避難のための立退きの勧告又は指示 対応力の強化を図る必要があることから、道関係機関が避難のための立退きの指示を受けた

を受けた地域に含まれた場合の避難先をあらかじめ定めておくとともに、業務継続計画の策 地域に含まれた場合の避難先をあらかじめ定めておくとともに、業務継続計画の策定等によ

定等により、業務継続性の確保を図るものとする。 り、業務継続性の確保を図るものとする。

第10節～第13節 （略） 第10節～第13節 （略）
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現行 修正案

第３章 緊急事態応急対策 第３章 緊急事態応急対策

第１節 事故状況等の把握及び通報連絡 第１節 事故状況等の把握及び通報連絡

１～２（略） １～２（略）

３ 施設敷地緊急事態発生情報の連絡 ３ 施設敷地緊急事態発生情報の連絡

（１）（略） （１）（略）

（２）国の通報連絡 （２）国の通報連絡

ア 原子力規制委員会は、通報を受けた事象について、発生の確認と原子力緊急事態 ア 原子力規制委員会は、通報を受けた事象について、原子力緊急事態が発生してい 防災基本計画

宣言を発出すべきか否かの判断を直ちに行い、事象の概要、事象の今後の進展の見 るか否かの判断を直ちに行い、事象の概要、事象の今後の進展の見通し等事故情報 の修正に伴う

通し等事故情報等について道、関係町村、北海道警察本部及び公衆に連絡するもの 等について道、関係町村、北海道警察本部及び公衆に連絡するものとする。 修正

とする。 また、原子力規制委員会は、関係する市町村に対して、次のとおり要請する。

また、原子力規制委員会は、関係する市町村に対して、次のとおり要請する。 ・ＰＡＺ内の町村に対しては、施設敷地緊急事態要避難者の避難実施、施設敷地緊

・ＰＡＺ内の町村に対しては、施設敷地緊急事態要避難者の避難実施、施設敷地緊 急事態要避難者以外の住民の避難準備（避難先、輸送手段の確保等）を行うこと。

急事態要避難者以外の住民の避難準備（避難先、輸送手段の確保等）を行うこと。 ・ＵＰＺ内の町村に対しては、屋内退避の準備を行うこと。

・ＵＰＺ内の町村に対しては、屋内退避の準備を行うこと。 ・ＵＰＺ外の市町村に対しては、避難した施設敷地緊急事態要避難者の受入れ及び

・ＵＰＺ外の市町村に対しては、避難した施設敷地緊急事態要避難者の受入れ及び 施設敷地緊急事態要避難者以外の住民の避難準備（避難先、輸送手段の確保等）

施設敷地緊急事態要避難者以外の住民の避難準備（避難先、輸送手段の確保等） に協力すること。

に協力すること。 イ（略）

イ（略）

（３）～（５）（略）

（３）～（５）（略）

４（略）

４（略）
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現行 修正案

５ 一般通信回線が使用できない場合の対処 ５ 一般通信回線が使用できない場合の対処

道は、地震や津波等の影響に伴い、一般通信回線が使用できない場合は、別途整備 道は、地震や津波等の影響に伴い、一般通信回線が使用できない場合は、別途整備され

されている衛星通信回線ならびに防災行政無線等を活用し、情報収集・連絡を行うものと ている衛星通信回線ならびに防災行政無線等を活用し、情報収集・連絡を行うものとする

する。

移動無線の廃

止に伴う修正
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現行 修

第２節 応急活動体制 第２節 応急活動体制

１ 配備体制及び災害対策本部等の設置 １ 配備体制及び災害対策本部等の設置

知事は、原子力規制委員会からの情報収集事態又は警戒事態の発生通報や原子力防災管理 知事は、原子力規制委員会からの情報収集事態又は警戒事態の発生通報や原子力防災管理

者からの施設敷地緊急事態の発生通報を受けた場合、内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言を 者からの施設敷地緊急事態の発生通報を受けた場合、内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言を

発出した場合又は不測の事態にも的確に対応するため特に知事が必要と認めるときに次の応 発出した場合又は不測の事態にも的確に対応するため特に知事が必要と認めるときに次の応

急活動体制をとり、国の指示等に基づき迅速な対応を図るものとする。 急活動体制をとり、国の指示等に基づき迅速な対応を図るものとする。
また、配備体制の基準及び災害対策本部等の設置は、次のとおりとする。 また、配備体制の基準及び災害対策本部等の設置は、次のとおりとする。

体制 配備体制の基準 本部 配備体制 体制 配備体制の基準 本部 配備体制

区分 設置 区分 設置

第 原子力規制委員会から情報 総務部危機対策局、総合政策 第 原子力規制委員会から情報 総務部危機対策局、総合政策

１ 収集事態の発生通報を受けた 部知事室広報広聴課、総合政策 １ 収集事態の発生通報を受けた 部知事室広報広聴課、総合政策

非 場合など、情報収集事態の発 部情報統計局情報政策課、環境 非 場合など、情報収集事態の発 部次世代社会戦略局情報政策 組織改正に伴

常 生を認知したとき 生活部環境局、保健福祉部地域 常 生を認知したとき 課、環境生活部環境局、保健福 う修正

配 医療推進局地域医療課、後志総 配 祉部地域医療推進局地域医療

備 合振興局及び原子力環境センタ 備 課、後志総合振興局及び原子力

ーの所要人員で情報収集、通報 環境センターの所要人員で情報

連絡を行い、状況により、警戒 収集、通報連絡を行い、状況に

本部の設置に移行できる体制と より、警戒本部の設置に移行で

する。 きる体制とする。

第 １ 原子力規制委員会から警 警 災害応急対策に関係のある部 第 １ 原子力規制委員会から警 警 災害応急対策に関係のある部

２ 戒事態の発生通報を受けた 戒 の所要人員で情報収集、通報連 ２ 戒事態の発生通報を受けた 戒 の所要人員で情報収集、通報連

非 場合など、警戒事態の発生 本 絡及び応急対策を実施し、状況 非 場合など、警戒事態の発生 本 絡及び応急対策を実施し、状況

常 を認知したとき 部 により、災害対策本部の設置に 常 を認知したとき 部 により、災害対策本部の設置に

配 の 移行できる 配 の 移行できる体制とする。

備 ２ その他特に知事が必要と 設 体制とする。 備 ２ その他特に知事が必要と 設

認めたとき 置 認めたとき 置

第 １ 原子力防災管理者から施 災 災害応急対策に従事することが 第 １ 原子力防災管理者から施 災 災害応急対策に従事することが

３ 設敷地緊急事態に該当する 害 できる全職員を配備し、組織の ３ 設敷地緊急事態に該当する 害 できる全職員を配備し、組織の

非 事象の発生通報を受けたと 対 全力をあげて活動する体制とす 非 事象の発生通報を受けたと 対 全力をあげて活動する体制とす

常 き 策 る。 常 き 策 る。

配 本 配 本

備 ２ 内閣総理大臣が原子力緊 部 備 ２ 内閣総理大臣が原子力緊 部

急事態宣言を発出（全面緊 の 急事態宣言を発出（全面緊 の

急事態）したとき 設 急事態）したとき 設

置 置

３ その他特に知事が必要と ３ その他特に知事が必要と

認めたとき 認めたとき
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現行 修正案

２ 第１非常配備（初期活動体制） ２ 第１非常配備（初期活動体制）

（１）知事は、原子力規制委員会から情報収集事態の発生通報を受けた場合など、情報収集 （１）知事は、原子力規制委員会から情報収集事態の発生通報を受けた場合など、情報収集

事態の発生を認知したときは、直ちに第１非常配備体制をとることとする。 事態の発生を認知したときは、直ちに第１非常配備体制をとることとする。

なお、休日、夜間においても迅速に初期対応がとれるよう連絡体制を整備するととも なお、休日、夜間においても迅速に初期対応がとれるよう連絡体制を整備するととも

に、必要と認めるときは緊急幹部会議（構成：知事、副知事、危機管理監）を招集し、 に、必要と認めるときは緊急幹部会議（構成：知事、副知事、危機管理監）を招集し、

初期活動に万全を期すものとする。 初期活動に万全を期すものとする。

第１非常配備（初期活動体制）は、図３－２－１のとおりとする 第１非常配備（初期活動体制）は、図３－２－１のとおりとする

図３－２－１ 第１非常配備（初期活動体制） 図３－２－１ 第１非常配備（初期活動体制）

[本 庁] [本 庁]

部 名 課 名 所 掌 事 務 部 名 課 名 所 掌 事 務

総務部 危 危機対策 １ 国（消防庁）及び防災関係機関との通報 総務部 危 危機対策 １ 国（消防庁）及び防災関係機関との通報

機 課 に関すること。 機 課 に関すること。

対 ２ 後志総合振興局及び庁内各部等との通報 対 ２ 後志総合振興局及び庁内各部等との通報

策 に関すること。 策 に関すること。

局 原子力安 １ 国（原子力規制庁、内閣府）との連絡調 局 原子力安 １ 国（原子力規制庁、内閣府）との連絡調

全対策課 関すること。 全対策課 関すること。

２ 原子力環境センターからの情報収集に関こと。 ２ 原子力環境センターからの情報収集に関こと。

３ 緊急時モニタリングに関すること。 ３ 緊急時モニタリングに関すること。

４ 北海道電力株式会社からの情報収集に関こと。 ４ 北海道電力株式会社からの情報収集に関こと。

総合政策部 知事室 広報に関すること。 総合政策部 知事室 広報に関すること。

広報広聴課 広報広聴課

情報統計局 防災無線の統制に関すること。 次世代社会戦略 防災無線の統制に関すること。 組織改正に伴

情報政策課 局情報政策課 う修正

環境生活部 環境局 緊急時モニタリング要員の派遣に関すること 環境生活部 環境局 緊急時モニタリング要員の派遣に関すること

保健福祉部 地域医療推進局地 原子力災害医療活動に関すること。 保健福祉部 地域医療推進局地 原子力災害医療活動に関すること。
域医療課 域医療課

[現 地] [現 地]

機 関 名 所 掌 事 務 機 関 名 所 掌 事 務

後志総合振興 総務課 防災無線の統制に関すること。 後志総合振興 総務課 防災無線の統制に関すること。

局 地域政策課 危機対策課及び関係町村との通報連絡に関すること。 局 地域政策課 危機対策課及び関係町村との通報連絡に関すること。

環境生活課 緊急時モニタリング要員の派遣に関すること。 環境生活課 緊急時モニタリング要員の派遣に関すること。

岩内地域保健室 医療活動の準備に関すること。 岩内地域保健室 医療活動の準備に関すること。

原子力環境センター １ 事故状況の把握及び原子力安全対策課との通報連 原子力環境センター １ 事故状況の把握及び原子力安全対策課との通報連

絡に関すること。 絡に関すること。

２ 緊急時モニタリングの開始に関すること。 ２ 緊急時モニタリングの開始に関すること。

（２）知事は、警戒事態に至る可能性がないと認めた場合、又は原子力災害警戒本部を設置 （２）知事は、警戒事態に至る可能性がないと認めた場合、又は原子力災害警戒本部を設置

した場合は、第１非常配備体制を解除する。 した場合は、第１非常配備体制を解除する。
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３ 第２非常配備（原子力災害警戒本部の設置） ３ 第２非常配備（原子力災害警戒本部の設置）

（１）原子力災害警戒本部の設置及び組織等 （１）原子力災害警戒本部の設置及び組織等

知事は、原子力規制委員会から警戒事態の発生通報を受けた場合など、警戒事態の 知事は、原子力規制委員会から警戒事態の発生通報を受けた場合など、警戒事態の発

発生を認知したときは、直ちに第２非常配備体制をとると同時に、原子力災害警戒本 生を認知したときは、直ちに第２非常配備体制をとると同時に、原子力災害警戒本部（以

部（以下「警戒本部」という。）を設置するものとする。 下「警戒本部」という。）を設置するものとする。

また警戒本部の設置と同時に、オフサイトセンター内に原子力災害現地警戒本部（以 また警戒本部の設置と同時に、オフサイトセンター内に原子力災害現地警戒本部（以

下「現地警戒本部」という。）を設置し、所定の職員を迅速に派遣する。 下「現地警戒本部」という。）を設置し、所定の職員を迅速に派遣する。

なお、知事は、災害の事態に応じて、先行的に災害対策に要する職員を派遣するも なお、知事は、災害の事態に応じて、先行的に災害対策に要する職員を派遣するもの

のとする。 とする。

第２非常配備（警戒本部の組織及び主な所掌事務）は図３－２－２、第２非常配備 第２非常配備（警戒本部の組織及び主な所掌事務）は図３－２－２、第２非常配備（現

（現地警戒本部の組織及び所掌事務）は図３－２－３のとおりとする。 地警戒本部の組織及び所掌事務）は図３－２－３のとおりとする。

組織改正に伴

う修正

図３－２－３（略） 図３－２－３（略）
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（２）～（10）（略） （２）～（10）（略）

第３節 住民等に対する広報及び指示伝達 第３節 住民等に対する広報及び指示伝達

１（略） １（略）

２ 道の行う広報及び指示伝達 ２ 道の行う広報及び指示伝達

（１）～（５）（略） （１）～（５）（略）

（６）道は、住民等からの問い合わせに対応するために、住民問い合わせ窓口を設置し、必 （６）道は、住民等からの問い合わせに対応するために、住民問い合わせ窓口を設置し、必

要な情報提供を行う。また、外国人観光客等からの問い合わせや、帰宅・帰国支援等に 要な情報提供を行う。 観光客等の新

対応するため、多言語による相談対応や情報提供等が出来るよう体制を整備する。 設項目へ移動

（７）～（８）（略） （７）～（８）（略）

３～５（略） ３～５（略）

第４節（略） 第４節（略）

第５節 防護対策 第５節 防護対策

１ 防護対策の実施 １ 防護対策の実施

（１）～（４）（略） （１）～（４）（略）

（５）屋内退避の方法 （５）屋内退避の方法

屋内退避は、原則として住民等が自宅内にとどまるものとする。 屋内退避は、原則として住民等が自宅内にとどまるものとする。

ア 関係町村は、防護対策区域内の戸外にいる住民等に対し、速やかに自宅に戻るか、 ア 関係町村は、防護対策区域内の戸外にいる住民等に対し、速やかに自宅に戻るか、

又は近くの公共施設等に退避するよう指示するものとする。 又は近くの公共施設等に退避するよう指示するものとする。

イ 道は、屋内退避中の住民等に対して、テレビ、ラジオ等の報道機関を通じて、また、 イ 道は、屋内退避中の住民等に対して、テレビ、ラジオ等の報道機関を通じて、また、

インターネットや緊急速報メールを活用して必要な情報を提供し、関係町村長は、同 インターネットや携帯電話を活用して必要な情報を提供し、関係町村長は、同報無線 記載方法の統

報無線等の広報手段を用いて災害状況の迅速かつ適切な広報の実施に努めるものとす 等の広報手段を用いて災害状況の迅速かつ適切な広報の実施に努めるものとする。 一に伴う修正

る。

（６）～（７）（略）

（６）～（７）（略）

２～３（略）

２～３（略）
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４ 要配慮者等への配慮 ４ 要配慮者等への配慮

（１）（略） （１）（略）

（２）病院等医療機関は、原子力災害が発生し、避難のための立退きの勧告又は指示等があ （２）病院等医療機関は、原子力災害が発生し、避難のための立退きの指示等があった場合 原災法の改正

った場合は、あらかじめ機関ごとに定めた避難計画等に基づき、医師、看護師、職員の は、あらかじめ機関ごとに定めた避難計画等に基づき、医師、看護師、職員の指示・引 に伴う修正

指示・引率のもと、迅速かつ安全に、入院患者、外来患者、見舞客等を避難又は他の医 率のもと、迅速かつ安全に、入院患者、外来患者、見舞客等を避難又は他の医療機関へ

療機関へ転院させるものとし、これを行った場合は、道に対し速やかにその旨連絡する 転院させるものとし、これを行った場合は、道に対し速やかにその旨連絡するものとす

ものとする。 る。

また、道は、病院等医療機関の避難が必要となった場合は、国の協力のもと、医師会 また、道は、病院等医療機関の避難が必要となった場合は、国の協力のもと、医師会

等の関係機関と連携し、入院患者の転院先となる医療機関を調整するものとし、道内の 等の関係機関と連携し、入院患者の転院先となる医療機関を調整するものとし、道内の

医療機関では転院に対処できない場合には、関係都府県及び国に対し、受入協力を要請 医療機関では転院に対処できない場合には、関係都府県及び国に対し、受入協力を要請

するものとする。 するものとする。

（３）社会福祉施設等は、原子力災害が発生し、避難のための立退きの勧告又は指示等があ （３）社会福祉施設等は、原子力災害が発生し、避難のための立退きの指示等があった場合 原災法の改正

った場合は、あらかじめ施設ごとに定めた避難計画等に基づき、職員の指示・引率のも は、あらかじめ施設ごとに定めた避難計画等に基づき、職員の指示・引率のもと、迅速 に伴う修正

と、迅速かつ安全に、入所者又は利用者を避難させるものとし、これを行った場合は、 かつ安全に、入所者又は利用者を避難させるものとし、これを行った場合は、道に対し

道に対し速やかにその旨連絡するものとする。 速やかにその旨連絡するものとする。

また、道は、被災施設からの転所が道内の他の施設では対処できない場合は、関係都 また、道は、被災施設からの転所が道内の他の施設では対処できない場合は、関係都

府県及び国に対し、社会福祉施設等への受入協力を要請する等、避難先の調整のため必 府県及び国に対し、社会福祉施設等への受入協力を要請する等、避難先の調整のため必

要な支援を行うものとする。 要な支援を行うものとする。
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５（新設） ５ 観光客等の安全確保 訓練等各種活

（１）道及び関係町村は、防災行政無線、広報車、緊急速報メールサービス等を活用し、観 動実績に基づ

光客等に災害情報や必要な防護措置を伝達するとともに、宿泊事業者等に対して施設を いた項目の新

利用する観光客等への情報伝達や、利用人数や移動手段の有無などの状況把握、避難誘 設

導などの対応を要請するものとする。

（２）道及び関係町村は、観光客等に対し、施設敷地緊急事態において自家用車など移動手

段がある場合には、予防的にＵＰＺ外に退避するよう要請するとともに、移動手段がな

い場合には、滞在する地域の住民に準じた防護措置をとるよう要請するものとする。

（３）道及び関係町村は、外国人の観光客等に配慮し、多言語での情報伝達を行うほか、宿

泊事業者等に対しても、必要に応じて観光客初動対応マニュアルに掲載する多言語での

文例を活用した情報伝達を行うよう要請するものとする。

（４）道は、外国人の観光客等からの問い合わせや帰宅・帰国支援等に対応するため、多言

語による相談対応や情報提供等を行う窓口を設置するほか、国際協力団体等の関係団体

と連携し、外国人の安全確保や様々なニーズへの対応を速やかに行うものとする。

５ 学校等施設における避難措置 ６ 学校等施設における避難措置

学校等施設は、生徒等の在校時に原子力災害が発生し、避難のための立退きの勧告又は 学校等施設は、生徒等の在校時に原子力災害が発生し、避難のための立退きの指示等が 原災法の改正

指示等があった場合は、あらかじめ定めた避難計画等に基づき、教職員の指示・引率のも あった場合は、あらかじめ定めた避難計画等に基づき、教職員の指示・引率のもと、迅速 に伴う修正

と、迅速かつ安全に生徒等を避難させるものとし、これを行った場合は、道及び避難対象 かつ安全に生徒等を避難させるものとし、これを行った場合は、道及び避難対象区域を含

区域を含む町村に対し速やかにその旨連絡するものとする。 む町村に対し速やかにその旨連絡するものとする。

６ 仮設住宅等の活用 ７ 仮設住宅等の活用

７ 警戒区域の設定 ８ 警戒区域の設定

８ 警戒区域の設定等の実効をあげるための措置 ９ 警戒区域の設定等の実効をあげるための措置 原災法の改正

道は、関係町村が設定した警戒区域又は避難を勧告又は指示した地域について、外部か 道は、関係町村が設定した警戒区域又は避難を指示した地域について、外部から車両等 に伴う修正

ら車両等が進入しないよう指導するなど、警戒区域の設定や避難指示等の実効をあげるた が進入しないよう指導するなど、警戒区域の設定や避難指示等の実効をあげるために、次

めに、次の措置等を行うものとする。 の措置等を行うものとする。

９ 防護対策区域及び警戒区域内の警備 10 防護対策区域及び警戒区域内の警備

10 防災業務関係者の防護対策 11 防災業務関係者の防護対策

11 応急対策活動に従事する民間事業者の防護対策 12 応急対策活動に従事する民間事業者の防護対策

12 飲食物の摂取制限等の措置 13 飲食物の摂取制限等の措置

（１）道は、緊急時モニタリングの結果に応じたＯＩＬに基づき、国から地域生産物の出荷 （１）道は、緊急時モニタリングの結果に応じたＯＩＬに基づき、国から地域生産物の摂取 防災基本計画

制限・摂取制限を実施するよう指示があった場合には、その指示に基づき、当該対象区 制限を実施するよう指示があった場合には、その指示に基づき、当該対象区域において、 の修正に伴う

域において、地域生産物の摂取制限及び出荷制限を実施するものとする。 地域生産物の摂取制限及び出荷制限を実施するものとする。 修正

（２）（略） （２）（略）

（３）道は、国の指導・助言及び指示に基づき、又は独自の判断により、代替飲食物の供給 （３）道は、国の指導・助言及び指示に基づき、又は独自の判断により、代替飲食物の供給

等に配慮しつつ、飲食物の出荷制限、摂取制限等及びこれらの解除を実施するものと 等に配慮しつつ、飲食物の摂取制限、出荷制限等及びこれらの解除を実施するものと 文言の修正

する。 する。

第６節（略） 第６節（略）
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第７節 原子力災害医療活動 第７節 原子力災害医療活動

１ 原子力災害医療活動の基本的体制 １ 原子力災害医療活動の基本的体制

（１）（略） （１）（略）

（２）原子力災害医療協力機関における対応 （２）原子力災害医療協力機関における対応

原子力災害医療協力機関は、次の機能のうち、１項目以上を実施し、原子力災害医療 原子力災害医療協力機関は、次の機能のうち、１項目以上を実施し、原子力災害医療

対策の実施に協力する。 対策の実施に協力する。

・被ばく傷病者等の初期診療及び救急医療を行うこと。 ・被ばく傷病者等の初期診療及び救急医療を行うこと。

・被災者の放射性物質による汚染の測定を行うこと。 ・被災者の放射性物質による汚染の測定を行うこと。

・「原子力災害医療派遣チーム」を保有し、その派遣を行うこと。 ・「原子力災害医療派遣チーム」を保有し、その派遣を行うこと。

・救護所への医療チーム（又は医療関係者）の派遣を行うこと。 ・救護所への医療チーム（又は医療関係者）の派遣を行うこと。

・避難退域時検査実施のための放射性物質の検査チームの派遣を行うこと。 ・避難退域時検査実施のための放射性物質の検査チームの派遣を行うこと。

・安定ヨウ素剤配付の支援を行うこと。 ・安定ヨウ素剤配布の支援を行うこと。 誤記の修正

・その他、原子力災害時に必要な支援を行うこと。 ・その他、原子力災害時に必要な支援を行うこと。

（３）～（６）（略） （３）～（６）（略）

２～３（略） ２～３（略）
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（４）（略） （４）（略）

原子力災害医

療活動実施要

領の改正に伴

う修正（北海

道保健福祉部
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第８節（略） 第８節（略）

第９節 行政機関の業務継続計画に係る措置 第９節 行政機関の業務継続計画に係る措置

（１）道は、道関係機関が避難のための立退きの勧告又は指示を受けた地域に含まれる場合、 （１）道は、道関係機関が避難のための立退きの指示を受けた地域に含まれる場合、あらかじ 原災法の改正

あらかじめ定めた退避先へ退避するとともに、その旨を住民等へ周知する。なお、退避の め定めた退避先へ退避するとともに、その旨を住民等へ周知する。なお、退避の際は、住 に伴う修正

際は、住民や生徒等の避難を優先したうえで退避を実施するものとする。 民や生徒等の避難を優先したうえで退避を実施するものとする。

また、あらかじめ定めた業務継続計画に基づき、災害応急対策をはじめとして、退避後 また、あらかじめ定めた業務継続計画に基づき、災害応急対策をはじめとして、退避後

も継続する必要がある業務については、退避先において継続して実施するものとする。 も継続する必要がある業務については、退避先において継続して実施するものとする。

（２）道は、関係町村の区域内の一部が避難のための立退きの勧告又は指示を受けた地域に含 （２）道は、関係町村の区域内の一部が避難のための立退きの指示を受けた地域に含まれ、か 原災法の改正

まれ、かつ関係町村の庁舎等が当該地域に含まれる場合、当該勧告又は指示を受けていな つ関係町村の庁舎等が当該地域に含まれる場合、当該指示を受けていない地域内の適切な に伴う修正

い地域内の適切な施設において必要な業務を継続するための支援を行うものとする。 施設において必要な業務を継続するための支援を行うものとする。

第10節（略） 第10節（略）

第４章 原子力災害中長期対策（略） 第４章 原子力災害中長期対策（略）

第１節～第４節（略） 第１節～第４節（略）

第５節 各種制限措置等の解除 第５節 各種制限措置等の解除

道は、緊急時モニタリング等による地域の調査、国が派遣する専門家等の判断、国の 道は、緊急時モニタリング等による地域の調査、国が派遣する専門家等の判断、国の

指導・助言及び指示に基づき、緊急事態応急対策として実施された、立入制限、飲食物 指導・助言及び指示に基づき、緊急事態応急対策として実施された、立入制限、飲食物

の出荷制限、摂取制限等各種制限措置の解除を関係機関に指示するとともに、解除の実 の摂取制限、出荷制限等各種制限措置の解除を関係機関に指示するとともに、解除の実 文言の修正

施状況を確認するものとする。 施状況を確認するものとする。

北海道警察は、必要に応じて、実施した交通規制の解除を行うものとする。 北海道警察は、必要に応じて、実施した交通規制の解除を行うものとする。

第６節～第13節（略） 第６節～第13節（略）

別添資料（略） 別添資料（略）


